
第  号議案 

一宮市学校給食審議会委員の委嘱について 

一宮市学校給食審議会委員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議に付し

ます。 

平成２９年６月２８日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

一宮市の望ましい学校給食のあり方について提言を受けるため、一宮市学校給食審議

会設置要綱第２条の規定により本案を提出します。 
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一宮市学校給食審議会設置要綱 

（設置） 

第１条 一宮市の合併後の望ましい学校給食のあり方を審議するため、一宮市学校給食審議会

（以下「審議会」という。）を設置する。 

（委員） 

第２条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する１３人以内の委員で組織

する。 

（１） 学識経験者 

（２） 教育関係者 

（３） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は３年以内とし、この要綱に基づき委嘱する日から審議終了までとする。

ただし、職名をもってあてられた者はその在任期間とし、補欠又は事故により交代したとき

は、前任者の残任期間とする。 

（組織） 

第４条 審議会に会長１人及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、会長が議長を務める。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、教育文化部学校給食課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成１９年６月２７日から施行する。 



第４７号議案  

一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委

嘱について 

 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱につ

いて、別紙案を添えて教育委員会の審議に付します。 

平成２９年６月２８日 

一宮市教育委員会   

教育長 中 野 和 雄   

提案理由 

任期満了のため、一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会

設置要綱第３条の規定により本案を提出します。 



１．一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員　委嘱候補者

（地域文化広場・市民会館等）

氏　　名 備　考
新任
再任

なか　の　かず　お

中　野　和　雄
 一宮市教育長 再

たき　　  かず なが

滝　　　和　良
一宮市図書館長 再

い　とう　　　てつ

伊　藤　　　哲
 公認会計士 再

う つ き　　　やすし

宇都木　　　寧
 弁護士 再

にし むら　し　　ま

西　村　志　磨
 修文大学
 短期大学部准教授

新

さ う だ　 み き こ

左右田　三樹子
 施設利用者代表
（一宮市民会館）

再

ふ　　わ 　　ひろし

不　破　　　皓
 施設利用者代表
（尾西市民会館）

再

うえ だ   　　  こ

植　田　れい子
 施設利用者代表
（地域文化広場）

再

か　とう　かず　こ

加　藤　和　子
 施設利用者代表
（地域文化広場）

再

（一宮スポーツ文化センター等、アイプラザ一宮）

氏　　名 備　考
新任
再任

なか　の　かず　お

中　野　和　雄
 一宮市教育長 再

たき 　　 かず なが

滝　　　和　良
一宮市図書館長 再

い　とう　　　てつ

伊　藤　　　哲
 公認会計士 再

う つ き　　　やすし

宇都木　　　寧
 弁護士 再

にし むら　し　　ま

西　村　志　磨
 修文大学
 短期大学部准教授

新

かわ うら　かつ まさ

川　浦　勝　正

 施設利用者代表
（一宮スポーツ文化
　センター）

再

い　とう  すず  こ

伊　藤　鈴　子

 施設利用者代表
（一宮スポーツ文化
　センター）

再

た　なか　た も つ

田　中　多茂津
 施設利用者代表
（スケート場）

再

ふ　　わ　ひとし

不　破　　均
 施設利用者代表
（アイプラザ一宮）

再



（スポーツ施設、体育館施設等）

氏　　名 備　考
新任
再任

の　　だ　しん　ご

野　田　眞　吾
 一宮市
 教育文化部長

再

みな　もと よう　じ

皆　元　洋　司
 一宮市
 教育文化部次長

再

うす  い  たか よし

臼　井　孝　嘉  公認会計士 再

たか　ぎ　みち ひさ

髙　木　道　久
 弁護士 再

きく　ち　ひで　お

菊　池　秀　夫
 中京大学
スポーツ科学部教授

再

まえ しま　ひろ　し

前　島　弘　嗣
 施設利用者代表
(光明寺公園球技場)

再

たか はし　 みさこ

高　橋  美佐子
 施設利用者代表
（温水プール）

再

 いけ  だ　    かおり

池　田  　　香
 施設利用者代表
（尾西ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）

再

はま　だ　きよ　こ

濱　田　清　子
 施設利用者代表
（総合体育館）

新

２．委嘱期間

　　平成２９年７月１日～平成３０年６月３０日



一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 一宮市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が所管する公の施設

への指定管理者導入に伴い、指定期間中における指定管理者の業務水準を確

認するため、指定管理者にかかる実績評価委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 ２ 委員会は、評価を受ける指定管理者２団体毎に１つの委員会を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 各委員会は、教育委員会が所管する公の施設の指定管理者（以下「指

定管理者」という。）があらかじめ事業計画書に記載された事項と実際に提供

されている業務水準について比較検討を行うため、次の事項について審査検

討するものとする。 

(１)指定管理者が提出した事業報告書（月次、四半期、年間） 

(２)協定書に記載された事項の執行状況 

(３)リスクが発生した場合の協議 

(４)協定書の解釈に疑義が生じた場合、または協定書に定めのない事項が生じ

た場合、教育委員会の求めに応じて行う聴聞 

(5)その他、委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 各委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員をも

って組織する。 

(１) 教育長又は教育文化部長 

(２) 次長相当職の市の職員 

(３) 公認会計士 

(４) 学識経験者 

 (５) 施設利用者代表 

２ 各委員会に会長、副会長を置き、会長には教育長又は教育文化部長、副会

長には次長相当職の市の職員をもって充てる。 

３ 会長は、各委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理

する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１年間とする。ただし、教育委員会は、委員の同意を 

得て、これを延長することができる。 

２ 委員が辞任し、又は欠けたときは、速やかにこれを補充するものとする。



この場合における任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 各委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 各委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を各委員会に出席させ

ることができる。 

４ 各委員会は、公開しないものとする。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育文化部教育指定管理課が処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成１８年７月１４日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 



                                 第４８号議案 

一宮市文化財保護審議会委員の任命について 

一宮市文化財保護審議会委員の任命について、別紙案を添えて教育委員会の審議に付し

ます。 

平成２９年６月２８日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

任期満了に伴う改選のため、一宮市文化財保護条例第１８条の規定により本案を提出し

ます。 



１．一宮市文化財保護審議会委員 任命候補者 

氏   名 備    考 
新任

再任 

小川
お が わ

 一
いち

朗
ろう

古文書 再 

中川原
なかがわら

 育子
い く こ

仏教美術 再 

近藤
こんどう

  修
おさむ

植物 再 

菅野
す が の

 良司
りょうじ

建築 再 

愛甲
あいこう

 昇
しょう

寛
かん

工芸 再 

鬼頭
き と う

 秀明
ひであき

民俗 再 

平松
ひらまつ

 良雄
よ し お

考古 再 

２．任命期間 

  平成２９年７月１日から平成３２年６月３０日 



一宮市文化財保護条例（抜粋） 

昭和 35年 4月 4日

条例第 20号

第 3章 一宮市文化財保護審議会

(審議会)

第 16 条 教育委員会に一宮市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第 17 条 審議会は、市文化財の指定及び解除並びに文化財の保存と活用に関し、教育委員会の諮問に答

え、又は教育委員会に意見を具申し、さらにこのために必要な調査研究を行う。

(平 17 条例 70・一部改正)

(組織)

第 18 条 審議会委員は文化財に関し、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する 10人以

内の委員で組織する。

2 委員の任期は 3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。







一宮市教育委員会後援名義使用許可申請 
                      （総務課）

- 1 - 

受付 

番号
申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料 

許可 

基準

３ 

いちのみや秋

まつり実行委

員会

委員長 

榊原
さかきばら

 讓
じょう

一宮だいだいフ

ェ ス タ 大 集 合

ｆｏｒ Ｈａｌ

ｌ ｏ ｗ ｅ ｅ ｎ

２０１７ 

・オープン・フィ

ナーレセレモニー 

・パレード 

・衣装コンテスト 

・お菓子プレゼン

ト 

１０月１日（日）～ 

１０月２９日（日）

一宮市内 

一円 
無料 

（３）

（６）



一宮市教育委員会後援名義使用許可申請 
                      （学校教育課）

- 1 - 

受付 

番号
申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 

参加

料 

許可 

基準

21 

愛知県食品衛生協会

一宮支部 

支部長 

則
のり

竹
たけ

 伸也
しんや

「食中毒予防啓発

標語・ポスター」

募集 

・平成24年度より市内の中学

校に食中毒予防啓発標語・ポ

スターの募集をし、食中毒予

防啓発に取り組む。 

平成29年７月20

日～平成29年８

月31日 

市内19中学校

の生徒 
無 

（３） 

（６） 

22 

愛知県食品衛生協会

一宮支部 

支部長 

則
のり

竹
たけ

 伸也
しんや

「食中毒予防啓発

標語・ポスター」

優秀作品表彰 

・平成24年度より市内の中学

校に食中毒予防啓発標語・ポ

スターの募集をし、食中毒予

防啓発に取り組む。表彰式は

なし 

平成29年10月ご

ろ発表 

無し（表彰式は

なし） 
無 

（３） 

（６） 

23 

特定非営利活動法人 

ひと・まち・これか

ら 

理事長 

佐治
さ じ

 真紀
ま き

《日帰り》 

もりの環体験会 

・愛知県内の人工林の過密と

いう社会問題を体感し、解決

に寄与できるプログラムを導

入するために、中学校教諭に

体験していただくことを目的 

平成29年 

７月29日（土） 

８月  5日（土） 

８月20日（日） 

８月27日（日） 

岡崎市千万町 

豊田市大田町 
2000円 （４） 

24 

一宮市 

市長 

中野
なかの

 正康
まさやす

平成29年度（第13

回） 

一宮市環境月間 

・市内の環境意識の高揚を目

的とした啓発活動 

・作品募集については、市内

小学校児童・中学校生徒が対

象 

・習字（小3・4） 

・イラスト（小5・6） 

・ポスター（中学生） 

・環境月間 

10月1日(日)～ 

10月31日(火) 

・作品展示 

9月16日(土)～ 

10月9日(月) 

・優秀作品顕彰式 

10月25日(水) 

・作品展示 

エコハウス138

のエコプラザ

壁面 

・優秀作品顕彰

式 環境セン

ター3階研修室 

無料 
(1) 

(6) 

25 

一宮保護区保護司会 

会長 

伴
ばん

 久光
ひさみつ

第67回社会を明る

くする運動～犯罪

や非行を防止し、

立ち直りを支える

地域のチカラ～ 

・犯罪や非行のない明るい社

会をつくる啓発運動。 

・啓発用うちわ、救急用絆創

膏を配布しながら少年非行防

止と更生保護援助を呼びかけ

る。 

・絆創膏を市内中学校に配布。 

・研修会を開催する。 

・街頭広報活動を行う。 

・強調月間 

 ７月 

・研修会、街頭広

報 

 ７月６日（木） 

・広報車による街

頭広報 

 7月11日（火） 

・研修会 

一宮スポーツ

文化センター 

・街頭広報 

本町通り、一宮

駅構内および

周辺 

・広報車による

街頭広報 

市内一円 

無料 
(3) 

(6) 



一宮市教育委員会後援名義使用許可申請 
                      （学校教育課）

- 2 - 

受付 

番号
申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 

参加

料 

許可 

基準

26 

夢木香株式会社 

代表取締役 

中川
なかがわ

 信
しん

治
じ

「木っていいな。

森っていいな。○

○っていいな」小

学生絵画コンクー

ル 

・木や森をイメージした絵画

コンクールを通じて、子ども

たちの自然を大切に思う心を

育てることを目的。 

・応募告知を中日新聞に掲載

し募り受賞作品を選定。後日

授賞式を名古屋市内で開催。 

応募期間 

8月1日～ 

9月16日 

受賞者発表 

11月14日 

表彰式 

11月中旬 

受賞作品選定

会場：中日新聞

社北館 
無料 （７） 

27 

人形劇団ぽてとん 

浅野
あさの

 愛
まな

美
み

人形劇団ぽてとん 

２５周年記念公演 

・子どもたちに生の人形劇に

ふれることにより想像力や感

動を与えることを目的。 

・人形劇の演目それぞれにコ

ンセプトがあり、夢や希望を

与え、健全なる育成を願うこ

とが目的。 

11 月 18 日

（土） 

一宮市木曽川

文化会館 

尾西信金ホー

ル 

無料 (6) 

28 

公益社団法人 

一宮青年会議所 

理事長 

服部
はっとり

 良
りょう

太
た

138 ハロウィン巨

大いちみんランタ

ン 

・一宮青年会議所の活動から

生まれた、地域資源を活用

した「138ハロウィン」を、

この地域の人びとのこころ

に一宮ブランドとして根付

かせることで地域への愛着

を育むことを目的 

・７月公開事業「天まで届け、

地域への想い」 

・10 月公開例会「138 ハロウ

ィン 巨大いちみんランタ

ン～地域への想いをデコっ

てつむいで共感しよう～」 

・10 月公開事業「138 ハロウ

ィン～おりものパレード

～」 

７月公開事業 

7月29日(土) 

7月30日(日) 

13:00～17:00 

10月公開例会 

10月21日（土） 

9:30～15:15 

10月公開事業 

10月29日（日） 

14:30～16:35 

７月公開事業 

オリナス一宮

10月公開例会 

138タワーパー

ク 

10月公開事業 

本町アーケー

ド・尾張一宮駅

付近 

無料 

（４） 

（６） 

29 

株式会社アイ・シ

ー・シー 

常務取締役 

瀨
せ

古
こ

 篤司
あつし

特別番組 

「小学校合唱祭」 

・小学校合唱祭の模様を収録

し、2時間の特別番組に仕上げ

放送する。 

・児童や保護者、番組を視聴

する一般の方 

収録 

8月5日(土) 

放送 

9月2日(土) 

9月3日(日) 

午後8時～ 

放送 

ICCﾁｬﾝﾈﾙ11 
無料 

(5)ｲ 

(6) 
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20 

西尾張体育協会 

会長 中野
なかの

正康
まさやす

第49回愛知県 

スポーツ少年大会 

西尾張支部大会 

（卓球競技） 

西尾張地区14 市町村

の単位スポーツ少年団

により、団体戦はリー

グ戦・個人戦はトーナ

メント戦で実施。 

8月20日（日） 
一宮市総合

体育館  
1人300円 

（3）

（6） 

21 

一宮サウスライオ

ンズクラブ  

会長 杉本敏之
すぎもととしゆき

平成29年度 

第3回全国中学 

ガールズカップ 

in一宮 

全国の中学生女子によ

る軟式野球大会 

8月19日（土）

～21日(月) 

大野極楽寺

公園野球場

他 

１チーム 

20,000円 
(6) 

22 

愛知駅伝実行委員

会 

実行委員長 

稲垣
いながき

 裕
ゆたか

構成団体 

一般財団法人愛知

陸上競技協会 

東海テレビ放送 

愛知万博メモリアル

第 12 回愛知県市町

村対抗駅伝競走大会 

2005 年に開催された

「愛知万博」のメモリ

アルイベントを通じ次

世代へ語り継ぐと同時

に、愛知県内各市町村

の交流、市町村合併後

の一本化の促進、県民

意識の高揚と県民スポ

ーツの振興を主目的と

して実施する。区間と

距離：9区間(小学生か

ら一般)28.7km 

参加チーム：愛知県内

全市町村54チーム 

チーム編成：各市町村

1チーム 

12月2日(土) 
愛・地球博 

記念公園 
無料 

(4) 

(5) 

イ 

(6) 


